
大和市告示第１９５号 

 児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係要綱の整理に関する要綱を次のように定め

る。 

  令和７年１１月２０日 

大和市長 古谷田  力   

 

児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係要綱の整理に関する要綱 

（大和市民間保育所等運営費補助金交付要綱の一部改正） 

第１条 大和市民間保育所等運営費補助金交付要綱（平成１９年大和市告示第３５号）の一部を次

のように改正する。 

 別表第１休日保育事業費の項中「国家戦略特別区域法（平成２５年法律第１０７号）第１２条

の５第６項の規定により神奈川県知事が行う国家戦略特別区域限定保育士試験に合格した」を「本

市に係る児童福祉法第１８条の２９に規定する地域限定保育士（以下「地域限定保育士」という。）

又は児童福祉法等の一部を改正する法律（令和７年法律第２９号）附則第１５条第１項の規定に

よりなおその効力を有するものとされる同法附則第１２条の規定による改正前の国家戦略特別区

域法（平成２５年法律第１０７号）第１２条の５第２項に規定する」に改め、「超えて保育士」の

次に「、地域限定保育士」を加える。 

（大和市認定保育施設補助金交付要綱の一部改正） 

第２条 大和市認定保育施設補助金交付要綱（平成２７年大和市告示第５２号）の一部を次のよう

に改正する。 

別表第１、１の項中「国家戦略特別区域法（平成２５年法律第１０７号）第１２条の５第６項

の規定により神奈川県知事が行う国家戦略特別区域限定保育士試験に合格した」を「本市に係る

児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第１８条の２９に規定する地域限定保育士又は児童福

祉法等の一部を改正する法律（令和７年法律第２９号）附則第１５条第１項の規定によりなおそ

の効力を有するものとされる同法附則第１２条の規定による改正前の国家戦略特別区域法（平成

２５年法律第１０７号）第１２条の５第２項に規定する」に改める。 

附 則 

この要綱は、公表の日から施行する。 


